
平成１７年１月２７日宣告
平成１４年(わ)第２４３号，第２６６号，第２９２号

主文
被告人を死刑に処する。

理由
（罪となるべき事実）

被告人は，
第１　Ａの指示のもと，Ｂ，Ｃ及びＤと共謀の上，Ｅが富山県高岡市a町（以下省略）b

ビル地下１階において経営するクラブ「c」の営業を妨害しようと企て，同店内の
設備等を損壊する目的で，平成１１年８月４日午前３時ころ，Ｅが看守する同店
内に同店出入口から押し入って侵入し，同所において，カッターナイフでソファ
ーを切り裂き，バールで電話機，ウイスキーボトル等をたたき壊すなどして，同
店の営業を困難ならしめ，もって，威力を用いて人の業務を妨害し，

第２　Ｆ，Ｇ及びＨと共謀の上，これらの者との間でかねて準備していたＡ及びその
妻Ｉ方（以下「Ａ方」という。）への襲撃計画の実行役の中国人らが逮捕された
際，同人らが所持していた写真（Ａ及びＩが写ったカラー写真の切れ端）等の証
拠品が警察に押収されていて，Ａらがd警察署に上記証拠品の確認に行くとい
う情報を得たことから，Ａ及びＩの口を封じて上記計画の発覚を防ぐなどの目的
で，両名を殺害しようと企て，

１　平成１２年７月１３日午前９時３０分ころ，富山県高岡市e（以下省略）のＡ方１
階８畳和室において，Ａ（当時５６歳）に対し，殺意をもって，Ｇが，あらかじめ準
備して所持していた自動装てん式けん銃で，Ａの頭部等を目がけて実弾２発を
発射し，それぞれ同人の左鼻孔前縁及び右下顎角部に命中させ，よって，即
時同所において，同人を右下顎角部銃創による脳損傷により死亡させて殺害
し，

２　上記１の日時ころ，Ａ方１階北東４．５畳和室において，Ｉ（当時５２歳）に対し，
殺意をもって，Ｇが，上記自動装てん式けん銃で，Ｉの後頭部及び背部を目が
けて実弾２発を発射し，同人の左後頭部及び右背部にそれぞれ命中させ，よ
って，即時同所において，同人を左後頭部銃創による脳損傷により死亡させて
殺害し，

３　上記１の日時ころ，Ａ方において，Ｇ及びＨが，上記自動装てん式けん銃及び
回転式けん銃各１丁を，自動装てん式けん銃に適合する実包８個及び回転式
けん銃に適合する実包４個とともに携帯して所持し，

第３　いずれも法定の除外事由がないのに，
１　Ｊと共謀の上，平成１４年１０月１２日午後８時ころ，長野県北安曇郡（以下省

略）ペンションfにおいて，被告人が，覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロ
パンの塩類若干量を含有する水溶液をＪの腕部に注射し，

２　上記１の日時場所において，覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの
塩類若干量を含有する水溶液を自己の手甲部に注射し，

もって，覚せい剤を使用し
たものである。
（事実認定の補足説明）
第１　争点

弁護人は，建造物侵入，威力業務妨害（判示第１），Ａに対する殺人及びけ
ん銃加重所持（判示第２の１，３）並びに覚せい剤使用（判示第３の１，２）の各
事実についてはいずれも争わないものの，Ｉに対する殺人（判示第２の２）の共
謀の事実について否認し，被告人も，これに沿う供述をするので，以下，検討
する。

第２　関係各証拠によれば，以下の事実が認められる。
１　Ａ及びＩの身上経歴等

Ａは，富山県氷見郡g村（現氷見市）で出生し，同県高岡市内の中学校を卒
業後，東京都内及び高岡市内等で工員，土木作業員として稼働していたが，
昭和４０年代から，暴力団員として活動するようになり，平成１２年当時は，有



限会社h商事（以下「h商事」という。）の実質的経営者として金融業を営む傍
ら，暴力団五代目i組二代目j会k組l一家の組長をしていた。Ａは，昭和４８年にＩ
（以下Ａと併せて「Ａ夫婦」という。）と婚姻し，長女Ｋをもうけ，平成１２年当時
は，判示第２のＡ方においてＩと２人で暮らしていた。

２　被告人の身上経歴等
被告人は，昭和２２年に北海道m郡o町で出生し，地元の中学校を卒業後，

自動車整備工として働いたものの，昭和３７年ころから，少年院，刑務所の入
出所を繰り返した。被告人は，昭和６０年ころから，高岡市内に移り住んでパチ
ンコ店の店員として稼働するなどしていたが，平成元年ころ，Ａと知り合い，平
成９年夏ころ，正式にn会（上記l一家は，n会が平成１１年９月に名称を変更し
たものである。以下，時期を問わず「l一家」という。）の構成員となり，さらに，平
成１０年春には，l一家の若頭として活動するようになった。

３　Ａのl一家内での行動及びＡ殺害計画の発端
Ｆは，被告人がl一家の若頭になる以前に若頭を務め，その後はl一家の会

長代行ないし副長の地位にあった。
Ａは，気性が荒い一面を有しており，配下の組員に対して厳しく当たることが

しばしばあった。Ａは，特にＦに対しては，配下の若い衆の数がＡより多く，ま
た，l一家の上部団体である五代目i組二代目j会k組（以下「k組」という。）の組
長の覚えがＡよりもよかったことなどから対抗意識を持っており，事あるごとに
厳しい仕打ちを加えるなどしていた。

Ｆは，平成１０年秋ころ，被告人に対し，高岡市o町（以下省略）l一家事務所
前の焼却炉付近において，「おやじ，やっちゃおうか。」などとＡの殺害を持ちか
けたが，このとき，被告人は，「そんなこと，できんでしょう。」などと答えたにと
どまった。

その後，平成１１年７月，ＦらがＡの兄弟分である暴力団組長に暴行をはた
らき，Ａがその後始末に追われたため，k組の組長にＦの破門を求めたこと，同
年８月ころ，被告人は，日頃利用していた飲食店からの中元が粗末であること
などに立腹したＡから，報復の意味で同店の営業を妨害してくるように指示さ
れ，判示第１の建造物侵入，威力業務妨害を敢行させられたこと，同年終わり
ころ，飲食店内で暴れた被告人及びＦに対し，その制裁としてＡから激しい暴
行を受けたことなどの出来事が重なった。被告人は，ＦがＡから疎んじられてい
ることなどに同情したほか，被告人自身もしばしばＡから叱責を受けたため，従
前からのＦの申出に応じてＡを殺害することに同調した。被告人及びＦは，Ａを
殺害した事後に自分たちの犯行への関与が発覚することを避けるため，第三
者にＡの殺害を依頼することにした（なお，この点に関し，被告人は，その後，Ｆ
とともに，Ａ殺害を外国人マフィアに依頼しようと考え，高岡市周辺の外国人が
集まる地域で聞き込みをしたり，知人である神戸の暴力団組長に殺人を引き
受ける外国人マフィアの紹介を依頼するなどしたものの，芳しい情報が得られ
ないでいたと供述している。）。

４　Ａ殺害の実行役探し
平成１１年３月ころ，当時暴力団五代目i組p組q組r会会長であったＧは，Ａが

以前所属していた暴力団の関係者との間でけん銃等の保管をめぐるトラブル
があり，被告人及びＦは，Ａの指示で，l一家事務所において，Ｇと交渉した。こ
の件以来，被告人とＧは，携帯電話等で連絡を取り合うようになった。

被告人及びＦは，けん銃等の密売に携わっているＧであれば，殺人を請け
負うような外国人マフィアとのつながりもあるのではないかと考え，Ａ夫婦の上
京に同行する機会を利用してＧから外国人マフィアに関する情報提供を受ける
こととし，平成１２年１月２４日，新宿区（以下省略）tホテルにおいて，Ｇと面談
した。被告人及びＦは，Ｇに対し，殺害相手の名前を明らかにすることなく，殺
人を実行する外国人の知合いがいないかなどと相談を持ちかけたが，Ｇは，被
告人らの依頼する条件で殺人を実行することとなれば，１５００万円程度が必
要になる旨告げたにとどまった。なお，そのころ，Ｇは，知人からサイレンサー
付き自動式けん銃が２丁まとめてであれば安く買える旨の話を聞いていたた



め，被告人らに対し，Ｇと一緒にけん銃を購入しないかと勧めた。
被告人は，その後も，Ｇに対し，携帯電話等を通じて殺人の実行役紹介の

依頼を重ねる一方，上記けん銃の購入話を受けることとし，同年５月上旬こ
ろ，Ｇから，サイレンサー付き自動装てん式けん銃１丁及びその適合実包１６
発を購入した。

５　ＧへのＡ殺害の依頼
被告人は，同年５月下旬ころ，Ｆから，「組長やってしまうしかないな。Ｇは本

当に中国マフィアを知っているんだろうな。」，「Ｇには高岡に来てもらおう。」「そ
のとき中国マフィアの件を頼もう。」などと言われたため，Ｇを高岡市に呼んで，
中国人マフィアを実行役とするＡ殺害を依頼することにした。

被告人は，同年６月１日，高岡市x町（以下省略）ホテルv１階の喫茶店にお
いて，Ｇと面談した際，被告人及びＦがかねて依頼をしていた殺害対象はＡで
ある旨告げた。さらに，被告人は，Ｇに対し，Ａがl一家内で組員に対して厳しく
当たることなど，Ａに殺意を抱くに至った経緯を説明するなどして，中国人マフ
ィアを実行役とするＡ殺害を依頼した。Ｇは，知人であるＬが，「チャイニーズマ
フィア」と呼ばれている強盗等の犯罪を敢行する中国人グループと親交があ
り，Ｌからそのグループが強盗に押し入る先を探している旨聞かされていたの
で，被告人らの依頼につきＬを介して中国人らに持ちかけることとし，これを了
承した。被告人は，当日中に，下見のため，Ｇを自己の運転する車に乗せ，新
湊市にあるＡの愛人宅や高岡市内のＡ方等を案内した。なお，同日中に，被告
人とＧとの間でＡ殺害を強盗の仕業に見せかけるという話はなかった。

６　Ａ方襲撃に向けた準備
Ｇは，帰京後，Ｌに対し，同人の知人である中国人マフィアに強盗に見せか

けた殺人を依頼したい旨持ちかけ，Ｌはこれを了承した。そこで，Ｇは，被告人
らから支払われる約束になっていた１５００万円のうち，まず８００万円の送金を
依頼し，被告人及びＦはこれに応じ，Ｆにおいて，現金１５００万円を用立て被
告人に渡し，被告人は，同月５日ころ，その中から８００万円をＧに送付した。

その後，Ｇは，Ｌの仲介で，中国人マフィアの中心人物であるＭらと会い，Ｍ
に対し，強盗に見せかけてＡ夫婦を殺害してくるように依頼したが，Ｍは，殺人
はしないと断った。Ｇは，Ｌから，中国人は強盗を敢行すれば家人まで殺害して
しまうことが多い旨聞かされたため，Ａ夫婦が殺害されることを期待して中国人
に強盗を行わせることとし，強盗時にＡが殺害されなければ，その後自らが直
接ないし強盗で手に入れた金で別の中国人を雇うなどしてＡを殺害するつもり
で，Ｍには強盗のみを依頼して承諾を受け，上記８００万円の中から準備金と
して２００万円を，Ｌを介してＭに交付した。

被告人は，そのころ，ＧからＡ方付近の地図及びＡ夫婦の写った写真の送付
を求められ，また，「中国人は，強盗をやる人間は相当いるが，殺人だけでは
あまり人がいない。土産が必要だ。」などと言われたため，Ｇらが，Ａ殺害に際
し，Ａ方に押し入り，強盗に見せかけて金を奪ってくるつもりであることを察知し
たが，自らが依頼したＡ殺害遂行のためにはやむを得ないと考えてこれを認容
した（以下，このとき被告人らの間に成立した共謀の内容を「Ａ方襲撃計画」と
いう。）。被告人は，Ｇに対し，Ａ夫婦のみが写っている写真（以下「本件写真」
という。）やＡ方付近の住宅地図のコピーを送付したほか，Ａ方の隠し金庫の位
置等の説明が付記されているＡ方内の見取図を送付した。このうち，本件写真
は，ゴルフ場で，Ａ夫婦をＦと被告人が挟み，４人が横一列に並んで写っていた
写真（以下「被告人ら４名の写真」という。）のうち，被告人とＦの写っている両
端部分が切り取られ，Ａ夫婦の写っている部分のみが残されたものであった。

Ｇは，同月１１日，埼玉県川口市内のカラオケ店等で，Ｌとともに，Ｍら中国
人グループとＡ方襲撃計画について打合せを重ねる一方，自分の養子である
Ｈにも同計画を打ち明け，中国人を石川県を経由して富山県まで連れていく自
動車運転手役や，宅配便を装ってＡ方の玄関を開けさせる役をするように申し
向け，Ｈはこれを了解した。また，同月１７日，Ｇ，Ｈ及びＬは，Ａ方を下見し，Ａ
方に向かうルートやＡ方の様子をビデオカメラで撮影し，同月２１日，東京都武



蔵野市内のホテルの一室でＭら中国人グループに，この撮影に係るビデオテ
ープを再生して見せるとともに，被告人から入手した本件写真，見取図及び地
図等並びにＧが入手してきた自動装てん式けん銃１丁，サイレンサー１個及び
適合実包１６発をＭら中国人グループに渡した。さらに，Ｇは，バール等の強盗
の道具や偽造ナンバープレートを用意したほか，Ｌが普通乗用自動車の手配
をするなどしてＡ方襲撃計画の準備を整えていった。

なお，被告人らとの間では，当初，Ａ方襲撃計画は同月２５日に実行する予
定であったが，Ａに葬儀参列の予定が入ったため，実行予定日が同月２８日に
変更され，Ｍは，同月２７日，実行行為を担当する中国人らを川口市内のカラ
オケ店に集めて謀議を行った。しかし，Ｌが用意してきた自動車の調子が悪か
ったため，結局，同月３０日に実行する手はずとなった。

７　Ａ方襲撃計画の失敗
同月２９日午後零時３０分ころ，中国人らは，埼玉県草加市内の和食レスト

ラン駐車場で，上記自動装てん式けん銃やバール等が積み込まれた普通乗
用自動車ほか１台の自動車２台に分乗し，同普通乗用自動車をＮが運転し，Ｈ
がもう１台の自動車を運転し，Ｎ運転の自動車を先導して石川県経由で富山
県に向かい，同日午後７時前，金沢市に到着した。その後，Ｈは，中国人らを
引率してＡ方をもう一度下見し，翌朝に出発することを決めた上，Ｏ，Ｎ，Ｐら５
名とＨ及び他の中国人らとに分かれて金沢市内の２つのホテルに宿泊した。

しかし，同月３０日午前７時１２分ころ，Ｏらが上記自動装てん式けん銃等が
入ったかばんを持ってバール等が積載された普通乗用自動車に乗り込み出発
しようとした際，不審者が宿泊しているという通報を受けて付近に張り込んでい
た警察官が，Ｏらを逮捕し，上記自動装てん式けん銃や本件写真等の証拠品
を押収した。ＧとＬは，Ｌ運転の普通乗用自動車（以下「甲車」ともいう。）で石川
県内に来ていたが，Ｇは，Ｈからの連絡により中国人らが警察官に検挙された
と判断し，当日の計画を中止した。Ｇは，同日午前，被告人にＡ方襲撃計画の
失敗を電話で連絡した際，被告人との間で機会をうかがって再度計画を実行
することとする一方，Ｇが中国人らに渡した本件写真等が押収されていないか
などの捜査に関する情報を教えてもらうよう被告人に依頼した上，ＧとＬは，甲
車に積載されていた偽造ナンバープレートや脇差しを，石川県羽咋郡（以下省
略）所在のwダム近くの駐車場付近に隠した。その後，Ｇは，被告人に対し，Ａ
方襲撃計画を再度実行するため中国人らに支払う追加資金の提供を要求し，
被告人はこれに応じて，同年７月４日と同月６日の２度に分けて，Ｇに合計４０
０万円を送金した。

８　共謀成立状況
被告人は，同月１２日午前，Ａから，翌日１３日に石川県警察d警察署に赴

き，逮捕された中国人が所持していた本件写真等の確認をする予定になって
いる旨聞かされた。被告人は，本件写真の元となった被告人ら４名の写真が
被告人，Ｆ及びＡ夫婦しか所持していないものであったため，本件写真をＡが
確認すれば，自己ないしＦがＡ方襲撃計画に関与していたことが発覚し，Ａから
厳しい制裁を受けることになり，また，Ｉが本件写真を確認しても，やはり同計
画への関与が発覚することは避けられないことから，Ｇにその旨の連絡をする
とともに，Ｆと善後策を協議した。その結果，被告人とＦは，Ａが本件写真を確
認する前に，Ａ夫婦を殺害するほかはないとの結論に至った。

そこで，被告人は，Ｇに対し，電話でＡ夫婦を直ちに殺害するよう執拗に依
頼したところ，Ｇは，Ａが警察署に本件写真等を確認に行く予定であるとの話を
伝えたＬからもＡの口封じを促されたこともあり，Ａ方襲撃計画の発覚を免れる
ためには，Ａ夫婦が本件写真を警察署で確認する前に殺害するほかはないと
考えるに至った。被告人は，同月１２日午後，Ｇからの電話で，Ａ夫婦殺害の要
請に応じる旨の回答を受けたので，両名を殺害する際に凶器として使用する
けん銃２丁を用意しておく旨伝え，Ａ夫婦殺害について合意した。

Ｇは，その直後，Ｈを連れて東京都内のスポーツ用品店に立ち寄り，Ａ夫婦
殺害を実行する際に使用するジャンパーや帽子を各自購入した。Ｈは，この



際，Ｇが自分と２人でＡを殺害する意図であることを認識するとともに，Ａ方襲
撃計画が発覚して報復を受けることを避けるためにはＡを殺害し，また，Ａを殺
害する際にその場に居合わせた家族等に顔を見られた場合，その者も殺害せ
ざるを得ないと考えた。

９　実行準備及び実行直前の状況
その後，ＧとＨは，Ｈ運転の普通乗用自動車（以下「乙車」という。）に乗り，

同日午後８時５０分ころ練馬インターから関越自動車道に入り，途中，Ｌと高坂
サービスエリアで合流し，Ｇが同乗するＨ運転の乙車及びＬ運転の甲車の２台
で，北陸自動車道を経由して高岡市に向かった。Ｇは，まず，先に偽造ナンバ
ープレート等を隠しておいたwダムに行き，同所でナンバープレートを取り替え
ることとし，被告人との間で，同ダムから高岡市方面に向かう道路の途中で被
告人と落ち合い，被告人からけん銃等を受け取ることを決めた。被告人は，そ
の旨をＦに連絡したところ，同日午後１１時２４分ころ，Ｆから呼び出しを受けて
Ｆ宅に赴き，Ｆの指摘を受けて，Ｇにけん銃を渡すための待ち合わせ場所を確
認するため，当夜l一家事務所に泊まり込んでいたＢらに対し，wダムの場所を
電話で問い合わせた。Ｇは，翌１３日午前３時半ころwダムに到着後，Ｈに指示
して甲車のナンバープレートを取り替えさせた上，自ら乙車を運転して同ダム
から高岡市方面に向かい，その途中の道路で被告人と落ち合い，被告人は，
先にＧから購入していた自動装てん式けん銃１丁及びサイレンサー１個，別に
被告人らが入手していた回転式けん銃１丁並びにこれらの適合実包をＧに渡
した。その際，被告人は，Ｇから「俺たちがやるの。」と聞かれたが，「お願いし
ますよ。」などと重ねて殺害の実行を依頼した。同日午前５時ころ，wダムに戻
ったＧは，受け取ったけん銃を試射することとし，Ｈ及びＬとともに，s町（以下省
略）の付近で停車し，同所の林道を奥に入った場所で，Ｇは自動装てん式けん
銃で２発，ＨはＧの指示により回転式けん銃で１発それぞれ試射した。

被告人は，その後もＧと携帯電話で連絡を取り合い，前夜安全確保のため
にl一家事務所に泊まっていたＡ夫婦の動静を伝えるなどして，両名を殺害す
る機会をうかがっていた。他方，Ｇらは，同日午前７時ころ，高岡市xのコンビニ
エンスストアで朝食を購入したが，このとき，Ｇの指示でガムテープも購入し
た。その後，Ｇらは，Ａ方近くの駐車場に移動して待機し，この時までにＧやＨ
は，購入した上記ジャンパー等を着るなどして犯行の準備をした。

同日午前９時前，Ａ夫婦がl一家事務所からいったんＡ方に戻ることになり，
被告人は，この機会に両名の殺害が実行できると考え，同日午前８時５７分こ
ろ，上記駐車場の甲車内で待機していたＧにこの旨を連絡した。また，被告人
は，このころ，犬の散歩のためにＡ方に行くこととなっていたl一家組員に電話
をかけ，l一家事務所にＡらが忘れていったバッグ等を取りに来させてＡ方に近
づかないようにした。そして，同日午前９時２０分過ぎころ，被告人は，Ｇに対
し，電話で「今なら大丈夫だから。５分間は絶対誰も来ないから，今すぐ行って
くれ。」などと言ってＡ夫婦殺害を指示した。そこで，Ｇら３名は直ちにＡ方に向
かい，Ａ方付近で，ＧがＬに対し，数分後に門扉前道路で待機しておくよう指示
した上，Ｇが自動装てん式けん銃を，Ｈが回転式けん銃をそれぞれ持って甲車
から降り，Ａ方に入って，判示第２の各犯行（以下「殺人等」という。）に及んだ。

10　殺人等の犯行後の状況
Ｇらは，犯行直後，同自動車に乗り込んで速やかに逃亡し，犯行に使用した

けん銃２丁，連絡に使用した携帯電話，ジャンパーや帽子，偽造ナンバープレ
ート等を投棄するなどした。

他方，被告人は，殺人等の発覚をできるだけ遅らせるため，同日夕方になっ
てからl一家組員にＡ方の様子を見に行かせた。被告人は，Ａ方でＡ夫婦の死
体を発見した同組員からその旨の報告を受けて１１０番通報し，警察の捜査が
開始された。

その後，被告人は，Ｇとの連絡に使用した携帯電話を投棄したほか，後日Ｇ
との間で，Ｇが殺人等について捜査機関から追及を受けた場合には，無関係
の別人の名前を出すことにするなどの口裏を合わせるなどの罪証隠滅工作を



行った。
被告人は，Ａ夫婦の葬儀の際にk組の組長から指名を受け，同月中にＡの

跡を継いで二代目l一家組長に就任した（なお，二代目l一家は，平成１４年４月
にy会と名称を改め，被告人が同会会長に就任している。）。

また，被告人は，平成１２年９月１８日，Ａ夫婦殺害犯人の探索資金名目で，
Ａ夫婦の唯一の相続人であるＫに銀行口座から３０００万円を引き下ろさせてこ
れを受け取ったほか，平成１３年２月２８日，k組に対する上納金名目で再びＫ
に３０００万円を引き下ろさせた。被告人は，上記金員をk組の組長らにいった
ん渡したものの，そのうち合計２０００万円を再び受け取り，l一家の運営資金
等に費消した。さらに，被告人は，Ａが２億９０００万円の貸付けを行っていた元
パチンコ店経営者との間で，貸金返済の交渉を行い，貸付金の返済額を減額
するとともに，当該貸付の中からＫ宛の振込を含めて少なくとも５０００万円の
返済を受けたり，組長の経費名目で，h商事から月々３０万円程度の金員を得
ていたほか，平成１４年７月以降，捜査機関から逃亡している最中にも，h商事
から金員を得ていた。

なお，殺人等につき，Ｇ及びＨらが逮捕，起訴されたが，その捜査や公判段
階において，Ｇらは共謀状況等の供述を拒んでいた。しかし，平成１４年１０
月，Ｇらの公判が一度結審した後，Ｇが被告人及びＦの関与を供述したことに
より，被告人が逮捕され，同年１２月１６日殺人等につき起訴されるに至った。
被告人は，捜査段階では関与を否定していたが，同起訴後，同事件に対する
自己及びＦの関与を供述するようになり，その後，Ｆも逮捕，起訴されるに至っ
ている。

第３　以上の事実をもとに，争点について検討する（以下，本項において日付は平
成１２年のものである。）。

１　まず，被告人がＧに高岡市内においてＡ殺害を依頼した日の翌日である６月２
日の段階について検討する。Ｇは，当公判廷において，同日被告人から電話
で，Ａに加え，Ｉをも強盗に見せかけて殺害するよう依頼された旨の供述をし，
検察官は，この供述の信用性が高いとして，これを前提とする主張をする。

しかし，上記認定のとおり，Ｆないし被告人がＡに殺意を抱いた発端は，Ａの
両名に対する仕打ちにあった。そして，前日である同月１日には被告人とＧと
の間でＡ殺害を強盗の仕業に見せかけるという話は出ておらず，かえってＡの
愛人方を下見に行くなどしていたのに，翌２日には強盗に見せかけてＩをも殺害
するという計画に変更されるというのはやや唐突と思われる。また，Ｇの供述
に沿う可能性のある被告人からＧへの通話は同日午後８時３７分にされたもの
のみであるところ，その通話時間は５３秒にすぎず，いかに前日に両名の間でＩ
についても話題に上ることがあったとはいえ，殺害する対象を一人加える旨の
依頼としては余りにも短い。さらに，被告人らが強盗の実行者が奪ってきた財
産を受け取るという謀議をした事実は殺人等に至る過程を通して何らうかがえ
ず，被告人らがわざわざ強盗に見せかけるように指示する理由も乏しい。加え
て，被告人は，強盗の話は自分やＦから出た話ではなく，Ｇから，同月中旬こ
ろ，殺人だけをする中国人はあまりおらず，一応手配はしてあるが，お土産（現
金のこと）があると言えばすぐに中国人が集まってくるので，金庫の場所を教え
てくれと言われた旨供述しているところ，この供述は，ＧがかねてＬから中国人
マフィアが強盗するのに適当な家等を教えてほしいと言われていたことや，Ｍ
がそのころ殺人の依頼を拒んでいたことと符合し，一応首肯し得る内容であ
る。これらの諸事情に照らすと，被告人への責任転嫁の危険のあるＧの供述
をそのまま信用することはできない。

２　しかしながら，被告人は，同月中旬ころ，Ｇに本件写真を送付していることが
認められるところ，この写真は，上記のとおり，もともとＦと被告人がＡ夫婦を挟
み，この４名が横一列に並んで撮影されたものを，被告人が，Ｆと被告人の写
っていた両端部分を切り取って送付しているのであるから，被告人が，Ｉの写っ
ている部分を意図的に残したことは明白である。そして，仮に，Ａのみが殺害
依頼の対象であれば，わざわざＩの撮影されている部分を残して送付する理由



はないはずであるから，遅くとも本件写真を送付した段階では，被告人におい
て，ＡのみならずＩも殺害の対象となっていることを認識していたことが強く推認
される。

この点について，被告人は，本件写真をＧに送付した経緯について，Ｇか
ら，Ｉの写真も要求されたので，ＩとＡの愛人とを区別するために必要であると思
って送付しただけであり，殺害を依頼したのはあくまでＡのみである旨弁解して
いる。しかし，Ａのみを殺害する目的であれば，Ａのみが撮影されている部分を
送付すれば事足りるのであるし，Ｉの写真まで必要とする理由について被告人
が細かく確認した様子がないことも，事柄の重要さに照らして不自然であるか
ら，被告人の弁解ではＩの撮影されている部分まで送付した理由を十分に説明
できているとはいえない。そして，その後，被告人は，ＧにＡ方の金庫の位置等
をも付記したＡ方内の見取図を送付しており，この段階ではＡ殺害時に中国人
マフィアが強盗もしてくることを容認していること，Ａ方襲撃計画がＡ夫婦が在
宅中の午前中の時間帯を狙って進められていることを知りながら，Ｉの安全に
配慮した形跡がないことが認められる。これらも併せ考えれば，被告人は，Ｇ
の提案に応じ，Ａ方でＡを殺害するに際し，併せて強盗も行わせることとし，Ｇ
に本件写真及びＡ方内の見取図を送付した段階では，Ａ方襲撃計画におい
て，Ｉが殺害されるに至る可能性があることを十分に認識しつつ，Ａ殺害のため
にはそれもやむを得ないとして，Ｉ殺害を未必的に認容したと推認される。

３　次に，Ａ夫婦が本件写真等の証拠品を確認に警察署に行くことが判明した殺
人等の前日の段階について検討する。このときＧに殺害を依頼した直接の動
機が自己のＡ方襲撃計画への関与が発覚することを恐れたというものであるこ
とは被告人も自認している。そうであれば，本件写真の元となった被告人ら４
名の写真と同一の写真を持っていると考えられるＩが本件写真を確認すること
によっても，被告人が上記計画に関与したことを疑われる結果となるのである
から，その発覚を免れるためにＩの殺害をも依頼したと考えるのが自然である。

また，被告人は，Ｇとの間でけん銃２丁を準備することが決まった段階で，け
ん銃を使ってＩを見張るという認識を有していて，Ｉにけん銃を突き付けることに
なること，けん銃２丁をＧに渡した後Ａらの動静をＧに伝えていたころには，Ａ殺
害時にＩがＡの近くにいることをいずれも理解していた旨自認している。そうであ
れば，被告人は，殺害現場の状況次第ではＩに向かってけん銃で発砲されてし
まう可能性があることをよく分かっていたというほかない。被告人は，そのよう
な認識の下で，Ｇにけん銃２丁を渡し，しかも，Ａとともに行動するＩの動静につ
いてもそのまま伝え，特段，Ｉを殺害しないようにするための明確な指示をして
いないのであるから，このことは，被告人がＩ殺害を容認していたことの現れと
見るのが合理的である。

これらの点について，被告人は，Ａについては本件写真を見たら殺されるか
も知れないと思ったが，Ｉについては元になった写真の複製を準備しておけば
大丈夫だと思っていた旨弁解している。しかし，Ｉが本件写真を確認すれば，被
告人の関与が発覚し，ひいては被告人の立場等が危うくなるのは疑いがなく，
元になった写真の複製を準備したところで，写真を持っていた人物が限られて
いる以上，発覚を免れ得るものではないから，被告人の供述する理由が，直ち
にＩ殺害依頼の有無を左右するものとはいえない。また，被告人は，同日ＧにＩ
殺害をも依頼していたということはなく，Ｉはガムテープでぐるぐる巻きにするとＧ
が言っていたことを信じていたのであり，さらに，殺人等の当日未明Ｇにけん銃
２丁を手渡した際，自分はＩを縛るためのガムテープをＧに渡そうと考えて持っ
ていったが，Ｇは既に持っているとして受け取らなかった旨も弁解する。しか
し，Ｇは，被告人供述に係る自己の言動や被告人の行動を否定しており，被告
人の弁解は裏付けを欠く。しかも，Ｉを緊縛する際にＧらの顔を見られた場合の
対応策について被告人がＧと協議した様子はうかがわれない。かえってＧが同
日朝，高岡市内のコンビニエンスストアで独自にガムテープを購入していること
などに照らしても，被告人の弁解は信用できない。

４　そもそも，Ｇは，Ｇ自身にも独自の利益や殺害の必要性がなかったわけでは



ないが，基本的には，被告人から依頼されて殺害を実行しているのであるか
ら，依頼もないのにＩまで殺害するとは考え難いところである。もっとも，Ｇは，Ｉ
殺害について，当初Ｉまで殺害する意思はなかったが，Ａを殺害した後，命乞い
をするＩから「お金はないけど。」などとヤクザを馬鹿にするようなことを言われ
たため，Ａを殺害して生じていた興奮状態が高じてＩ殺害に至った旨弁解する。
しかし，Ａ方に押し入る前にけん銃を試射するなど十分に準備し，被告人から
の情報によりＩの在宅を知っていたＧが，このような事情のみで突然Ｉに対する
殺意を生じたとするのは不自然であるから，この点に関するＧの弁解は信用で
きない（それ故，同供述を前提として，Ｉ殺害は偶発的事件であるという弁護人
の主張は採用できない。）。

５　以上に加え，殺人等の犯行後，被告人が，Ａが組長を務めていた暴力団の組
長となり，これに伴って，種々の経済的利益を容易に得ることができたのも，Ｉ
まで殺害されたからであることなどを併せ考えると，被告人は，殺人等の前日
の段階では，Ｉ殺害を認識かつ認容し，その旨Ｇと意思を相通じていたことは優
に認定することができる。

よって，Ｉに対する殺人の共謀を否認する弁護人の主張は採用できない。
（累犯前科）

被告人は，(1)平成３年９月３日富山地方裁判所高岡支部で覚せい剤取締法違
反罪により懲役１年６月（４年間執行猶予，付保護観察，平成５年７月３０日その猶
予取消し）に処せられ，平成９年６月２日その刑の執行を受け終わり，(2)平成５年７
月２日同裁判所同支部で覚せい剤取締法違反，公務執行妨害罪により懲役２年６
月に処せられ，平成７年１２月２日その刑の執行を受け終わったものであって，これ
らの事実は，検察事務官作成の前科調書（乙１５）によって認める。
（法令の適用）

被告人の判示第１の所為のうち，建造物侵入の点は刑法６０条，１３０条前段に，
威力業務妨害の点は同法６０条，２３４条，２３３条に，判示第２の１及び第２の２の
各所為はいずれも，行為時においては同法６０条，平成１６年法律第１５６号（以下
「新法」という。）による改正前の刑法（以下「旧法」という。）１９９条に，裁判時にお
いては刑法６０条，新法による改正後の刑法１９９条に，判示第２の３の所為は行為
時においては包括して同法６０条，銃砲刀剣類所持等取締法３１条の３第２項，１
項，３条１項（刑の長期は，行為時においては旧法１２条１項に，裁判時においては
新法による改正後の刑法１２条１項によることになるが，これは犯罪後の法令によ
って刑の変更があったときに当たるから刑法６条，１０条により軽い行為時法の刑に
よる。）に，判示第３の各所為はいずれも覚せい剤取締法４１条の３第１項１号，１９
条（判示第３の１の所為については更に刑法６０条）にそれぞれ該当するところ，判
示第２の１及び２は犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから刑法
６条，１０条によりいずれも軽い行為時法の刑によることとし，判示第１の建造物侵
入と威力業務妨害との間には手段結果の関係があるので，同法５４条１項後段，１
０条により１罪として犯情の重い威力業務妨害罪の刑で処断することとし，各所定
刑中判示第１の罪については懲役刑を，判示第２の１の罪については無期懲役を，
判示第２の２の罪については死刑をそれぞれ選択し，被告人には上記の前科があ
るので同法５６条１項，５７条により判示第１及び第２の３の各罪の刑について，そ
れぞれ再犯の加重（判示第２の３の罪の刑については同法６条，１０条により旧法１
４条の制限内）をし，以上は同法４５条前段の併合罪であるから，同法４６条１項本
文により判示第２の２の罪の刑で処断して他の刑を科さないこととして被告人を死
刑に処し，訴訟費用は，刑事訴訟法１８１条１項ただし書を適用して被告人に負担さ
せないこととする。
（量刑の理由）
第１　量刑事情

本件は，暴力団幹部であった被告人が，その組長から指示を受け，組員らと
共謀の上，カッターナイフやバールを用いて飲食店のソファーやウイスキーボト
ル等を破壊してその営業を妨害した建造物侵入，威力業務妨害（判示第１），幹
部組員及び別の暴力団組長らと共謀の上，組長夫妻をけん銃で射殺した殺人２



件，銃砲刀剣類所持等取締法違反（判示第２）及び逃走中に交際相手の女性と
覚せい剤を使用した覚せい剤取締法違反２件（判示第３）からなる事案である。

このうち，被告人に対する量刑を判断する上で最も重要なものは，殺人等の事
案（以下「本件」という。）であるから，以下，これを中心に検討する。

　１　本件に至る経緯及び犯行の動機
本件犯行の動機は，Ａ夫婦が本件写真等の証拠品を確認に行くことでＡ方

襲撃計画が発覚することを被告人らが恐れたため，Ａ夫婦の口を封じる目的で
敢行されたものである。それは，まさに被告人ら自身の違法行為に起因するも
のであって，身勝手極まりなく，およそ正当化の余地がない。

この点について，検察官は，本件の動機は被告人及びＦによるl一家の乗っ
取りやl一家に関連する経済的利益の確保であって，そのためＩも初期の段階
から殺害の対象となっていたのであり，Ａ夫婦が警察署に本件写真を確認に
行くことはその実行を早める契機となったにすぎない旨主張する。確かに，被
告人及びＦは，本件当時，l一家の若頭と副長の地位にあって，組長であるＡが
死亡すれば，その地位を承継し得る立場にあった上，実際にも，本件後被告
人が組長の跡目を継いで，種々の経済的利益をその手に収めたことからする
と，Ａ殺害の依頼からＡ夫婦殺害までの間，被告人及びＦにおいて，Ａないしl一
家の活動から生じる経済的利益を得る目的があったことは十分に認められる。
したがって，本件には利欲的な側面があることは否定できず，検察官の主張に
も相当な根拠があるといえる。しかしながら，平成１２年６月２日の段階では，
被告人はＧに対してＩ殺害を依頼しておらず，強盗に見せかけてＡを殺害すると
いう計画はＧの提案であったこと，Ｉがl一家の運営やＡの営んでいた金融業に
ある程度関与していたことは認められるものの，被告人及びＦのl一家での地
位からして，Ｉまで殺害しなければ組長の跡目を継ぐことが困難であったとは考
えられないことからすると，被告人らが当初から経済的利益の確保を主たる目
的としてＡ夫婦殺害を企図していたとは認め難い。かえって，本件の発端がＡ
から厳しい仕打ちを受けていたＦが被告人に対してＡ殺害を持ちかけたもので
あること，未だＡが何らかの攻撃を積極的に仕掛けるような状況にはなかった
とはいえ，Ａ夫婦が本件写真を確認すれば，被告人らのＡ方襲撃計画への関
与が発覚してＡから激しい制裁を受けることは容易に想定されること，本件が，
Ａ夫婦が本件写真を確認しに警察署へ出向くことを被告人らが知った翌朝に
敢行されていることからすれば，本件の直接の動機は，上記のとおり，被告人
らがＡ方襲撃計画に関与していることがＡに発覚し，制裁を受けることを避ける
ためであったと見るのが自然である。そうすると，検察官の上記主張は，けん
銃殺人の直接的動機としては採用できない。もっとも，このことは，自らの犯罪
行為の罪証隠滅を図るという犯行動機の身勝手さや悪質さを何ら減じるもの
ではなく，結局，本件の動機に酌量の余地が全くないという点には変わりがな
い。

　２　犯行の態様
本件犯行の態様は，強固な殺意に基づき，高度の殺傷能力を有する自動

装てん式けん銃で２発ずつ発砲して射殺したという手口の冷酷かつ残忍なも
のであり，とりわけ，必死に命乞いをするＩを殺害した点は，無慈悲この上ない
というべきである。

実行犯であるＧは，けん銃の扱いに手慣れ，高い射撃能力を有しており，試
射により性能を確認済みの自動装てん式けん銃を所持してＡ方に押し入って
いる。そして，Ｇは，Ａ方においてＡと顔を合わせるや，ためらうことなく至近距
離からＡの顔面をけん銃で狙撃し，そのまま後ろに倒れたＡにとどめを刺す目
的でＡの下顎角部を狙撃している。また，Ｉに対しては，けん銃を突き付け，い
わば人質に取った状態でＡの居場所へ案内させた上，Ｉが，その目前でＡが射
殺されたのを見て慌てて別室に逃れ，床にひれ伏し金品の提供を申し出るな
どして必死に命乞いをするのも構わず，至近距離からＩの後頭部を狙撃し，そ
のまま崩れるようにしてうつぶせに倒れたＩにやはりとどめを刺す目的でその背
部を狙撃している。被害者両名は，いずれもその場で血まみれになって絶命し



ており，凄惨を極めている。そこには生命の尊厳に対する思いや被害者らに対
する憐憫の情が微塵も感じられず，極悪非道な行為態度というほかない。

　３　計画性及び被告人の地位ないし役割
本件は，Ａ方襲撃計画の段階から謀議を重ね，周到な準備をした上，同計

画失敗後，被告人と共犯者らとが緊密な連絡を取り合いながら，周到な準備
のもとに遂行された計画性の高い犯行である。

まず，Ａ方襲撃計画において，被告人は，Ｆとの間でＡ殺害を他人に実行さ
せようと謀った上，高岡市内で面談したＧに対し，Ａへの殺意を抱くに至った経
緯等を訴えるなどしてＡの殺害を依頼し，Ａ方やＡの立ち寄り先等を案内した
後，その実現に向けて，Ａ夫婦の写真，Ａ方付近等の住宅地図の写し，Ａ方内
の見取図等をＧに渡すなどの情報提供をした。その後，Ｇは，高岡市内のＡ方
に赴いて下見をし，その様子をビデオカメラで撮影した上，中国人マフィアらと
の間でそのビデオテープや写真，地図等を使って綿密な謀議を行い，バール
や脇差し等の犯行道具や，犯行に使用する自動車，犯行発覚を免れるための
偽造ナンバープレートを用意するなど，共犯者間で役割を分担しながら周到に
準備を進めていたが，Ａ方襲撃計画の実行に向かった中国人らの逮捕により
同計画が失敗に終わった。

その後，被告人は，Ａ夫婦が中国人らから押収された写真等を確認するた
め警察署に出向くことになると知るや，直ちにこれをＦに報告し，Ｆから口封じ
のため写真を確認する前にＡ夫婦を殺害することを提案され，ＧにＡ夫婦の殺
害を実行させることを決意し，Ｇに対してすぐに東京から富山に来てＡ夫婦を殺
害するよう執拗に要請し，ＧにＡ夫婦殺害を決心させた。そして，Ｇらは，犯行
時に着用するためのジャンパーや帽子を購入し，自動車で富山県に向かい，
途中で被告人からけん銃２丁を受領してこれを試射するなどの準備をした上，
Ａ方付近に駐車して待機していた。他方，被告人は，前夜l一家事務所に泊ま
ったＡ夫婦の側でその動向を監視して殺害の機会をうかがい，Ａ夫婦がいった
ん自宅に戻ることを聞き知るや，Ｇらに電話で連絡した後，Ａ方にＡ夫婦を２人
きりにさせて実行を容易にする目的で，犬の散歩のためにＡ方に向かっていた
組員を２度にわたりl一家事務所に呼びつけてＡ方から遠ざけた上，Ｇに対し，
直ちに殺害を実行するよう指示した。そこで，Ｇらは，現場から即刻離脱できる
よう，あらかじめＬに対し，数分後にＡ方前路上に自動車で待機しておくよう指
示した上，Ａ方に押し入り，Ａ夫婦の殺害に及んだ。

被告人は，本件において，計画立案から準備，実行に至るまで一貫して主
体的に行動しているのみならず，上記経過のとおり，Ａ夫婦の殺害を実行させ
ることとしたＧに対し，けん銃２丁を手渡した上，Ａ夫婦の動静について逐一情
報を提供し，殺害の具体的時機を指示するなど，不可欠かつ極めて重要な中
心的役割を果たしながら，本件を推し進めてきた者である。被告人と実行犯で
あるＧとは当初から相当高額の報酬の授受を約束する対等の間柄であり，被
告人の共犯者間における地位は，実行犯の中で主導的な立場にあるＧやＡ殺
害の発案者であるＦと比べても何ら遜色はなく，首謀者の一人といわなければ
ならない。しかも，被告人が犯行の発覚を免れるため，自ら手を下すことなく，
Ｇに依頼してＡ夫婦殺害の目的を遂げている点は，誠に卑劣で狡猾というべき
である。

　４　犯行の結果及び遺族の処罰感情
２名もの尊い生命が奪われたという結果は，極めて重大であって，量刑上最

も重視すべき事情であることは詳論するまでもない。自宅で突然の襲撃に遭
い，死の恐怖に直面したＡ夫婦の驚愕や，Ａ殺害の様子を目の当たりにさせら
れた上，床にひれ伏して必死の命乞いをしたときのＩの絶望感は，想像に難くな
く，非業の死を遂げるに至ったＡ夫婦の無念さは察するに余りある。

遺族の処罰感情は，峻厳を極め，被告人の極刑を求めている。Ａは暴力団
組長，Ｉはその妻であったとはいえ，その娘，Ａの父及びＩの姉ら親族にとってか
けがえのない存在であることはいうまでもない。とりわけ，本件によって一度に
両親を失ったＫは，「私からかけがえのない両親を奪った犯人に対しては到底



許せるはずはありません。…どうか，私の両親を殺した犯人を死刑にしてほし
いと心から願っています。」と峻烈な処罰感情を述べ，Ａの配下であり，また，Ａ
夫婦の死後に相続人である自分から犯人探索費名目で金を引き出した被告
人やＦについて，「結局，裏切られていたと思うと，当然怒りを感じます。」としな
がらも，「ＱやＦがこの事件に関わっていたということを両親が知ったらどのよう
に思うでしょうか。こんな苦しい思いをするならば，両親にはそのことを教えな
い方がいいのかも知れません。」と亡き両親の心情まで気遣う姿勢には，かけ
るべき慰めの言葉も見つからない。

なお，遺族に対し損害賠償等の見るべき慰謝の措置は全くとられておらず，
今後そのような措置がとられる見込みも乏しい。

　５　社会的影響
本件は，複数の暴力団組員らが，共謀の上，白昼，市街地の住宅内におい

て，夫婦２名を一度にけん銃で射殺したという凶悪かつ重大な事件であり，近
隣住民や地域社会に与えた衝撃は大きく，深刻な不安を招いたことも明らかで
あって，その社会的影響は軽視することができない。

ところで，検察官は，Ａが暴力団組長の地位にあったことを被告人に有利な
情状として過大視すべきでなく，Ｉが暴力団組長の妻であったことは本件を正当
化する事情にならないと主張する。これに対し，弁護人は，暴力団組長が暴力
団員に殺害された点で，社会的影響は割り引いてよく，Ａ夫婦が億単位の資産
を形成していたことは，Ａが暴力団の威力を背景に違法な金利や取立により金
融業を営んでいたことの証左であるから，本件を一般人が殺害された場合と同
列に論じることはできないと主張する。確かに，本件は，Ａが組長を務める暴力
団内部でのＡとＦとの確執を発端としたものであるから，Ａは暴力団組長であっ
たからこそ殺害されるに至ったという側面があることは否定できない。しかし，
Ａの金融業がたとえ暴力団組長の地位を背景にその威力を利用していたとし
ても，被告人らは，Ａ亡き後の組長の地位を承継することでこの金融業をある
程度引き継ぐことを見込んでいたものであるから，Ａの地位や経済活動は，そ
れ自体，被告人の刑事責任を相当程度軽減するような事情とはならない。ま
た，Ａの妻にすぎないＩは，犯行当日の段階では，Ａ方襲撃計画の発覚を防ぐ
口封じのために殺害されたのであるから，本件においては，むしろ一般市民に
近い立場にあったものというべきである。したがって，この点に関する検察官の
主張には理由があり，弁護人の主張は採用できない。

　６　犯行後の情状
本件犯行後の情状については，罪証隠滅行為のほか，経済的利益の取得

に加え，被告人の供述態度等を見ても，甚だ芳しくない。
本件犯行直後，Ｇらは，現場から速やかに逃走し，けん銃２丁，携帯電話，

ジャンパーや帽子，偽造ナンバープレート等を順次投棄するなど，入念な罪証
隠滅を行い，被告人も，携帯電話を処分し，さらに，後日Ｇとの間で口裏を合
わせるなどの罪証隠滅工作を行った。

のみならず，被告人は，上部団体の組長の指名を受け，Ａの後継者として
l一家の組長となった上，Ｋから犯人探索費名目や上納金名目で６０００万円を
受け取り，そのうち２０００万円は自ら消費したり，配下の組員に分配して費消
し，また，Ａから貸付けを受けた元パチンコ店経営者から貸金返済の名目で数
千万円を受け取り，その一部を自己の用途に使用するなど，自己の犯罪に起
因する多額の経済的利益を受けている。

加えて，被告人は，判示第１の事実で逮捕された後，病気入院のため身柄
拘束を解かれるや，警察から本件等について追及されることを恐れて逃亡し，
本件で逮捕された後も，Ｇらの供述内容が明らかでない捜査段階においては
本件について否認を続けていた。なお，被告人は，本件起訴後，第２回公判前
にＩ殺害の共謀を除いて本件を自白してからは，これを維持しているものである
が，公判審理の最終段階に至ってから，けん銃を試射した場所や上部団体の
組長への報告時期等を明らかにするなど，本件に関する全ての事情を包み隠
さずに供述していたものとは認められない。



　７　被告人の前科等
被告人は，多数の前科を有し，服役を繰り返している上，暴力団員としての

生活態度等も芳しくない。
被告人は，少年時代から非行を重ねて少年院に２回送致され，昭和４０年１

２月には恐喝罪等で不定期刑に処せられ，成年後は懲役刑に８回処せられ，
いずれも服役し，その期間は通算１０年を超えるほか，罰金刑にも２回処せら
れているものであって，前科１１犯を有する。比較的近時の前科に限っても，上
記累犯前科のとおり，平成３年９月覚せい剤取締法違反罪で懲役１年６月，４
年間執行猶予，保護観察付きの判決を受けたにもかかわらず，平成５年７月
には覚せい剤取締法違反，公務執行妨害罪で懲役２年６月の実刑判決を受
け，前刑と併せて服役し，その後も，平成１０年７月脅迫罪で罰金２０万円に処
せられている。

のみならず，被告人は，高岡市内で正業に就いていた時期もあるものの，
暴力団員としての活動歴が長くなりつつあり，判示第１の建造物侵入，威力業
務妨害は，暴力団特有の反社会性を顕著に示すものである。しかも，被告人
は，覚せい剤事犯による同種前科４犯を有するのに，薬物への依存傾向を更
に強めていて，判示第３の覚せい剤使用は，その害悪を他人にも及ぼしながら
行われている。

したがって，被告人の反社会的な人格態度は，相当強く固着しており，過去
の矯正教育で有意な効果があったとは認められず，現在５７歳という被告人の
年齢等をも併せ考えると，被告人が今後更生する可能性は，極めて乏しいとい
わざるを得ない。

　８　被告人のために斟酌すべき事情
しかしながら，他方，被告人には以下のような酌むべき事情も存在する。
既に述べたように，本件に至る経緯においては，Ａ殺害計画の発案者は，被

告人ではなく，当初からＩの殺害まで企図していたわけではないこと，本件の動
機においても，経済的利益の取得が直接の目的ではなかったこと，共犯者と
の関係では，被告人が実行犯であるＧに命令をするような上下関係はなかっ
たことが認められる。

そして，被告人は，Ｉ殺害の共謀の点を除き，各公訴事実をいずれも認め，
自分がＡ殺害を依頼していなければＩも命を落とすことはなかったとしてその責
任の一端を自覚するとともに，被害者夫婦の娘ら遺族に対し深い悲しみと苦し
みを与えたことを謝罪し，被害者らの冥福を祈り続けていく旨述べるなど，現在
では反省悔悟の情を示している（弁護人は，被告人が被害者の冥福を祈る気
持ちの強さもいうが，この点は必ずしも明確にされているものではない。）。

加えて，被告人は，判示第１の建造物侵入，威力業務妨害については，首
謀者ではなく，被害者に賠償金１００万円を支払って示談し，宥恕を得ており，
また，判示第３の覚せい剤使用については，３０万円の贖罪寄附をしている。
なお，本件発覚後被告人と離婚した妻は，本件後間もなく生まれた被告人の
子を養育している。

ただし，以上のような被告人にとって有利な事情や被告人のために斟酌す
べき事情は，いずれもその刑責を大幅に軽減するようなものとは認められな
い。

　９　まとめ
本件においては，何よりも２名の生命を奪ったという結果が極めて重大であ

り，口封じという動機には酌むべきところが全くないばかりでなく，その態様は，
Ａに対しては何らのためらいなく，Ｉに対しては必死の命乞いを無視して，けん
銃で発砲してとどめを刺すという冷酷かつ残虐なものである上，周到かつ綿密
な計画に基づき共犯者らと緊密な連絡を取って極めて冷静に遂行されており，
さらに，遺族の処罰感情は峻烈であって，本件の社会的影響も軽視できない
（なお，被害者らが暴力団組長の夫とその妻であったことを被告人に有利な情
状として過大に評価することはできない。）。しかも，被告人は，首謀者の地位
にあって，共犯者らと謀議を重ね，主体的に犯行の準備をし，殺害の機会を捉



えてＧにその実行を指示するなど，一貫して主導的かつ中心的な役割を果たし
ている上，犯行後の情状や前科等も芳しくない。

そうすると，被告人のために斟酌すべき事情をできるだけ有利に考慮して
も，被告人の刑事責任は甚だ重大であるといわざるを得ないから，被告人に
対しては厳しい刑罰を科するほかない。

第２　死刑選択の当否
検察官は，被告人に対し死刑を求刑しているところ，死刑は，被告人の生命を

奪うという究極の峻厳な刑罰であり，慎重に適用すべきものであることは疑う余
地がない。しかし，死刑制度を存置する現行法制の下では，犯罪の罪質，動機，
態様殊に殺害の手段方法の執拗性・残虐性，結果の重大性殊に殺害された被
害者の数，遺族の被害感情，社会的影響，犯人の年齢，前科，犯行後の情状等
を併せ考察したとき，その罪責が誠に重大であって，罪刑の均衡の見地からも一
般予防の見地からも極刑がやむを得ないと認められる場合には，死刑の選択を
するほかないものといわなければならない。そこで，被告人に対し極刑を選択せ
ざるを得ないものかについて，死刑の選択を回避すべき理由がないかという観点
を含めて更に検討する。

　１　弁護人の主張に対する判断
まず，弁護人は，死刑反対の理由として誤判の可能性を指摘するが，事実

認定の問題と刑の量定とを混同する議論である。
次に，弁護人は，国家の刑罰は遺族の被害感情に左右されるものであって

はならないと主張するが，刑罰権を独占する国家は，遺族の被害感情を十分
に考慮しなければならない。

また，弁護人は，国家が更生の不可能を宣言する前に，更生への努力をす
べきであると主張するが，被告人の多数の服役前科，暴力団員としての経歴，
その年齢等に照らすと，服役による更生は期待できないといわざるを得ない。

加えて，弁護人は，暴力団p組組長がz駅前のホテルの喫茶室においてけん
銃で射殺され，同席していた歯科医も死亡したという著名事件に関し，多数の
共犯者に対する刑は最高でも懲役２０年であったことを指摘し，これとの均衡
を図るべきであるとも主張する。しかし，当該事件は，暴力団組員によるけん
銃を使用した２名の殺人事件という限度でこそ共通性があるとはいえ，対立す
る暴力団組織の抗争事件という罪質が異なる事案であって，本件の経緯や動
機とも大きな隔たりがあるから，比較の対象にならない。

そうすると，弁護人の上記各主張はいずれも採用できない。
　２　共犯者に対する刑との均衡

なお念のため，共犯者間の刑の実質的均衡の観点からも検討する。
実行犯であるＧは，第一審で死刑の言渡しを受けて現在控訴中であり，Ｈ

は，懲役１８年の刑が自然確定している（なお，Ｌは，殺人幇助，強盗予備の罪
で懲役７年の刑が控訴棄却により確定している。）。本件の首謀者である被告
人の犯情は，これら共犯者と比較してもより重いものといわなければならず，
少なくとも実行犯であるＧと同等の刑責を負うべきであるから，Ｇの最終的な量
刑の帰すうにかかわらず，この点は死刑の選択を回避する理由にはならな
い。
そうすると，本件の犯情は極めて悪質であって，被告人の罪責は誠に重大で

あるから，当裁判所は，被告人のために斟酌すべき諸事情を最大限有利に考慮
しつつ，慎重に熟慮を重ねたけれども，極刑を回避すべき理由が見当たらず，罪
刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも，被告人に対する死刑の選択はや
むを得ないという結論に達した。

　よって，主文のとおり判決する。
平成１７年１月２７日
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